
環境基準の水域類型の見直し

くらし・環境部環境局生活環境課

環境基準について（河川）

分類 項目 特徴 評価の方法

健康
項目

全シアン、水銀等の
重金属、トリクロロエ
チレン、硝酸性窒素
等 （２８項目）

基準値は共通

（水域ごとの類型
なし）

全シアンは、年間測定値
の最高値、他の２７項目
は年間測定値の平均値
の環境基準達成状況

生活
環境
項目

pH、BOD、SS、DO、
大腸菌群数

（５項目）
（水生生物保全項目を除く）

基準値は水域の
類型（AA、A、B、
C、D、Eの６類型）
ごとにある

BODは、年間の日平均
値の７５％値の環境基準
の達成状況（BOD75％
水質値）

ＢＯＤ ７５％水質値：値の小さいものから順に並べ ０．７５×ｎ 番目のデータ値 （データ数ｎ）

(例) 1年 12回 測定 の場合、 ０．７５×12 = 9番目

◎環境基準：健康の保護と生活環境の保全の上で維持されることが望ましい基準
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河川の類型別基準値（生活環境項目）

類
型

利用目的
の適応性

ｐH
BOD 

(mg/L)

ＳＳ

(mg/L)

DO

(mg/L)

大腸菌群数

（MPN ／
100 mL）

AA 水道１級

自然環境保全
6.5～8.5 1以下 25以下 7.5以上 50以下

A 水道２級

水産１級
6.5～8.5 2以下 25以下 7.5以上 1,000以下

B 水道３級

水産２級
6.5～8.5 3以下 25以下 5以上 5,000以下

C 水産３級

工業用水１級
6.5～8.5 5以下 50以下 5以上 －

D 工業用水２級

農業用水
6.0～8.5 8以下 100以下 2以上 －

E 工業用水３級

環境保全
6.0～8.5 10以下

ごみ等の浮遊
が認められない 2以上 －

• 上水道など明確な利用目的がある河川

• 流域の大規模な開発計画等、河川環境の大きな
変化により汚濁の進行が予測される河川

水域類型を指定している河川

県内河川数
水域類型

指定河川数

一級河川 268 15

二級河川 266 27



環境基準類型の指定状況 （河川）

類型 水域（例） 令和２年度

AA
狩野川上流

天竜川上流 １１

A
富士川下流

菊川上流 ２２

B
菊川下流

太田川下流 １３

C
巴川

馬込川 １２

D
沼川下流

小石川 ２

E － ０

計 ６０

（単位：水域数）

※河川によっては、上流、
下流等水域ごと指定して
いる場合があるので河
川数と一致しない

「河川における環境基準の水域類型の
見直しにかかる基本方針」の概要

• Ａ又はＢ類型の水域で、水質常時監視結果が
連続して５年以上、上位類型の環境基準（ＢＯ
Ｄ75％値）を達成した水域を見直しの対象とす
る。

• 水質汚濁負荷量に大きく影響する将来計画が
なければ、事前調査を行わず、過去の水質測
定結果を活用し見直しを行う。

• 「ｐＨ」、「ＳＳ」、「ＤＯ」、「大腸菌群数」において
不適合があっても、現在及び将来の利用目的
等に支障がない限り積極的に見直しを進める



見直し実績

諮問年度 水域名 類型 告示

Ｈ19～20 狩野川下流 Ｂ→Ａ Ｈ21.4.1

来光川下流 Ｂ→Ａ

大井川中流 Ａ→ＡＡ

大井川下流 Ｂ→Ａ

Ｈ28 狩野川中流 Ａ→ＡＡ Ｈ29.4.1

興津川上流 Ａ→ＡＡ

安倍川下流 Ａ→ＡＡ

萩間川 Ｂ→Ａ

諮問事項①

上位類型の環境基準を継続して達成して

いる13水域について上位類型への見直し

を諮問する



環境基準の水域類型見直し１３水域

狩野川下流

朝比奈川上流

太田川上流

大場川下流

来光川下流

伊東大川下流

太田川下流

敷地川

勝間田川

湯日川菊川

瀬戸川上流

逆川上流

水 域 名
環境

基準点

現
類
型

BOD測定値 mg/L 変
更
案

変更後
基準値H27 H28 H29 H30 R１

(参考)

R2

伊東大川下流 渚橋 B 1.2 1.2 1.3 1.3 1.0 0.8 A 2mg/L

狩野川下流
徳倉橋

A
0.9 1.0 0.7 0.7 <0.5 <0.5 AA 1mg/L

黒瀬橋 0.8 0.8 0.6 0.5 0.5 0.5 AA 1mg/L

大場川下流 塚本橋 B 1.4 1.5 1.0 1.1 0.9 1.0 A 2mg/L

来光川下流 大土肥橋 A 0.7 1.0 0.8 0.7 0.5 <0.5 AA 1mg/L

瀬戸川上流 勝草橋 A <0.5 0.6 0.7 0.7 0.5 0.5 AA 1mg/L

朝比奈川上流 新横内橋 A <0.5 0.6 0.8 0.7 0.6 0.7 AA 1mg/L

菊川下流 国安橋 B 1.0 0.7 1.7 1.4 1.6 1.2 A 2mg/L

湯日川 岩留橋 B 1.1 1.3 1.1 1.3 1.3 0.9 A 2mg/L

勝間田川 港橋 B 1.1 1.3 1.7 1.4 1.1 1.4 A 2mg/L

太田川上流 二瀬(西)橋 A 0.8 0.9 1.0 0.9 0.7 1.0 AA 1mg/L

太田川下流 豊浜橋 B 1.1 1.1 1.1 1.0 1.2 1.5 A 2mg/L

敷地川 向笠二号橋 B 1.4 1.3 1.2 1.4 1.4 1.5 A 2mg/L

逆川上流 鞍下橋 A 1.0 0.9 0.9 0.8 0.5 0.7 AA 1mg/L

見直し対象１３水域のBOD測定値



環境基準の水域類型見直し13水域①

水域 名称 範囲 類型 達成期間 設定期日 基準点

伊豆 伊東大
川下流

八代田橋
～下流

河川Ｂ 直ちに達
成

H12.４.１

見直し

渚橋

類型

河川Ａ

水域 名称 範囲 類型 達成期間 設定期日 基準点

狩野
川

狩野川
下流

神島橋～
下流

河川Ａ 直ちに達
成

H21..４.１
見直し

徳倉橋

黒瀬橋

水域 名称 範囲 類型 達成期間 設定期日 基準点

狩野
川

大場川
下流

出逢橋～
下流

河川Ｂ 直ちに達
成

H15.５.１ 塚本橋

水域 名称 範囲 類型 達成期間 設定期日 基準点

狩野
川

来光川
下流

大土肥橋
～下流

河川Ａ 直ちに達
成

H 21.４.１

見直し

蛇ヶ橋

類型

河川Ａ

類型

河川ＡＡ

類型

河川ＡＡ

環境基準の水域類型見直し13水域②

水域 名称 範囲 類型 達成期間 設定期日 基準点

志太 瀬戸川
上流

勝草川～
上流

河川Ａ 直ちに達
成

S49.１.１ 勝草橋

類型

河川ＡＡ

水域 名称 範囲 類型 達成期間 設定期日 基準点

志太
朝比奈
川上流

新横内橋
～上流

河川Ａ 直ちに達
成

S49.１.１
新横内
橋

水域 名称 範囲 類型 達成期間 設定期日 基準点

榛南

小笠

菊川下
流

高田橋～
下流

河川Ｂ 直ちに達
成

H17.５.１

見直し

国安橋

水域 名称 範囲 類型 達成期間 設定期日 基準点

榛南

小笠

湯日川 湯日川本
流

河川Ｂ 直ちに達
成

H４.４.１ 岩留橋

類型

河川Ａ

類型

河川Ａ

類型

河川ＡＡ

水域 名称 範囲 類型 達成期間 設定期日 基準点

榛南

小笠

勝間田
川

勝間田川
本流

河川Ｂ 直ちに達
成

H６.４.１ 港橋

類型

河川Ａ



環境基準の水域類型見直し13水域③
水域 名称 範囲 類型 達成期間 設定期日 基準点

太田
川

太田川
上流

原谷川合
流点～上
流

河川Ａ 直ちに達
成

S49.１.１ 二瀬
（西）橋

水域 名称 範囲 類型 達成期間 設定期日 基準点

太田
川

太田川
下流

原谷川合
流点～下
流

河川Ｂ
直ちに達
成

S49.１.１ 豊浜橋

水域 名称 範囲 類型 達成期間 設定期日 基準点

太田
川

敷地川 敷地川本
流

河川Ｂ 直ちに達
成

H３.４.１ 向笠２
号橋

類型

河川Ａ

類型

河川Ａ

類型

河川ＡＡ

水域 名称 範囲 類型 達成期間 設定期日 基準点

太田
川

逆川上
流

鞍下橋～
上流

河川Ａ 直ちに達
成

H４.４.１ 鞍下橋

類型

河川ＡＡ

基本方針による水域類型見直しの課題

• 基本方針策定から10年以上が経過

• 常時監視の結果において、環境基準を達成して
いても、水域の他の地点において環境基準を達
成していない場合がある

• 「ｐH」、「ＳＳ」、「ＤＯ」、「大腸菌群数」（その他項
目）において、基準に不適合のため市町の同意
が得られない場合がある

• Ｃ類型以下の見直しが進んでいない

基本方針の検証・見直しが必要ではないか



諮問事項②

「環境基準の水域類型の見直しに係る
基本方針」による水域類型の見直しの
今後のあり方について意見をうかがう

今後のスケジュール（案）

県環境審議会（第１回） 諮問 ６月４日

水質部会（第１回） 審議 ８月

水質部会（第２回） 審議 10月

県環境審議会（第３回） 答申 11月

河川管理者との協議 12月

水域類型の指定見直しについて県公報により告示 令和４年４月１日
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